
船員法 
 
 
１． 案内情報 
① 手続名      ： 衛生管理者適任証書の不受有の許可 
② 手続き根拠    ： 船員法第８２条の２第２項ただし書 
③ 手続対象者    ： 船員法第８２条の２第２項ただし書の許可を受けようとする船舶所有者。 
④ 提出時期     ： 衛生管理適任証書を受有していないものに衛生管理者を選任しようとすると 

き。 
⑤ 提出方法     ： 運輸局にお問い合わせ下さい。 
⑥ 手数料      ： なし 
⑦ 添付書類・部数  ： 運輸局にお問い合わせ下さい。 
⑧ 申請書様式    ： 運輸局にお問い合わせ下さい。 
⑨ 記載要領・記載例 ： 提出先となる運輸局にお問い合わせ下さい。 

 
 
２． 窓口情報 
① 提出先 

北海道運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課   ０１１－２９０－２７７２ 
東北運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課    ０２２－７９１－７５２４ 
北陸信越運輸局海事部船員労働環境・海技資格課      ０２５－２４４－６１２８ 
関東運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課    ０４５－２１１－７２３２ 
中部運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課    ０５２－９５２－８０２７ 
近畿運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課    ０６－６９４９－６４３４ 
神戸運輸監理部海上安全環境部船員労働環境・海技資格課  ０７８－３２１－７０５３ 
中国運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課    ０８２－２２８－８７９４ 
四国運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課    ０８７－８２５－１１９０ 
九州運輸局海上安全環境部船員労働環境課         ０９２－４７２－３１７５ 
沖縄総合事務局運輸部船舶船員課             ０９８－８６６－１８３８ 

② 受付時間 ： 提出先にお問い合わせ下さい。 
③ 相談窓口 ： 上記提出先 

 
 
３． 手続情報 
① 審査基準   ： 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令４条 
② 標準処理期間 ： ３日（経由機関がある場合は１２日） 
③ 不服申立方法 ： 行政不服審査法による 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


